
入 札 公 告 

 

上越市ガス水道局が発注する業務委託について、制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行

令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 6及び上越市ガス水道事業会計規程（昭和 48年管理規程第 14号）

第119条の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和 6年9月 30日 

上越市ガス水道事業管理者 

 

１ 業務の概要 

⑴ 業 務 件 名 上越市ガス水道料金等徴収業務委託 

⑵ 業 務 場 所 仕様書のとおり 

⑶ 業 務 概 要 主な業務内容は次のとおり。 

①窓口業務、②使用開始、使用中止、名義変更及び精算等業務、 

③検針業務、④調定、更正業務、⑤メーター情報管理業務、⑥収納、

滞納整理業務、⑦ガス水道供給停止及び解除業務、⑧ガス警報器関

係業務 ほか 

⑷ 委 託 期 間 契約締結の日から令和 10年 3月 31日まで。 

ただし、業務の開始日は令和 7年 4月 1日とし、契約締結の日から

業務開始日の前日までは業務開始の準備期間とする。なお、準備期

間において委託料は発生しないものとする。 

⑸ 支 払 条 件 毎月払い 

⑹ 予 定 価 格 事後公表 

⑺ 最低制限価格 なし 

⑻ 低入札調査 あり（予定価格の 85％未満で落札となった場合、当該入札を保留と

し内訳書の提出を求め、内容を確認する。） 

 

２ 入札参加に必要な資格要件 

⑴ 資格要件 ・地方自治法施行令第 167条の 4第 2項に該当していないこと。 

・令和 6年度上越市物品入札参加資格者として登録されていること。 

・平成 26年度以降、3年以上にわたり給水人口 10万人以上の事業体におい

て、窓口受付から検針、収納、滞納整理まで一連の委託業務を受託した実

績を有すること。 

・プライバシーマーク等の情報セキュリティ関連認証を取得している者で

あること。 

・当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係

があると認められないこと。 

⑵ 地域要件 ・なし 

 



３ 仕様書等の閲覧及び質問の受付 

⑴ 仕様書等の

閲覧 

令和 6年 9月 30日（月）から

随時 

仕様書は、上越市ガス水道局ホームページの入

札・契約情報＞電子入札・電子契約＞電子入札

システム＞積算用設計図書からダウンロード 

⑵ 質問の受付 令和 6年 9月 30日（月）から

令和 6 年 10 月 11 日（金）正

午まで 

電子メールで質疑書を添付し、 

keiyakuq-gw@city.joetsu.lg.jpまで送付 

※質疑書は、上越市ガス水道局ホームページの

入札・契約情報＞様式ダウンロード＞入札契約 

に関する書類からダウンロード 

⑶ 回答の公表 随時 

令和 6 年 10 月 18 日（金）ま

で 

質問の内容及び回答は随時、上越市ガス水道局

ホームページに掲載 

 

４ 入札について 

⑴ 入札日時  令和 6年 10月 30日（水） 午前 10時 00分 

⑵ 入札場所  上越市ガス水道局 3階 災害対策室 

⑶ 提出方法  入札日時に持参又は郵送 

⑷ 提出書類 ・入札書は、上越市ガス水道局ホームページの入札・契約情報＞様式ダウン

ロード＞入札契約に関する書類からダウンロード。 

・入札日時に持参する場合であって、代理人が持参するときは、委任状を上

越市ガス水道局ホームページの入札・契約情報＞様式ダウンロード＞入札

契約に関する書類からダウンロードし、入札書に併せて持参すること。 

・入札書及び委任状の押印は省略できない。 

・郵送による提出においては、書留郵便等の方法によることとし、令和 6年

10月 29日（火）午後 5時までに当局が受領したものに限ることとする。

なお、封書の表に「上越市ガス水道料金等徴収業務委託入札書在中」と赤

字で記入すること。 

 提出先：〒943-0807 上越市春日山町 3丁目 1番 63号 

上越市ガス水道局 総務課 

⑸ 入札書の記

載 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相

当する額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときはその端数

を切り捨てた金額）をもって落札額とするので、入札者は、消費税にかかる

課税業者であるか免税業者であるかを問わず、委託期間（3か年）の総額を

見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

⑺ 入札保証金  免除 
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⑻ 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

① 本公告に示した入札参加資格のない事業者が行った入札 

② 落札者が決定するまでに入札参加資格要件に該当しなくなった事業者

が行った入札 

③ 入札書及び委任状に記名又は押印がない入札 

④ 入札金額を訂正した入札 

⑤ 同一の入札者が 2以上の入札を行ったときは、その全ての入札 

⑥ 入札日時または郵送提出期限に遅れた入札 

⑦ 脅迫その他不正の行為によって行った入札 

⑼ 資格要件の

確認 

・予定価格以下の応札額の中で最低の価格で応札した事業者を落札候補者

とし、入札参加資格要件の有無を審査する。 

⑽ 落札者の決

定 

・落札候補者の資格要件について審査した結果、資格が有ると認めた場合、

落札候補者を落札者とする。 

⑾ そ の 他 ・入札参加者に積算内訳書の提出を求めることがあるので、提出の要請があ

った場合は、速やかに提出すること。 

・予定価格に達しない場合の再入札の回数は 2回まで行う。なお、郵送で入

札した場合は、再入札に参加はできないこととする。 

 

５ その他 

⑴ 本入札は、公告記載事項のほか、上越市ガス水道事業会計規程に基づき実施する。 

⑵ 本入札に係る書類は、上越市ガス水道局ホームページより入手できる。 

・上越市ガス水道局ホームページ 

https://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/ 

⑶ 本公告に関する問い合わせ先は下記のとおりとする。 

上越市ガス水道局 総務課 契約管財係 

TEL 025-522-5518 （内線 321・322） FAX 025-525-9969 

 

https://gwhp.city.joetsu.niigata.jp/

